
政
令
第

号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
の
九
第
一
項
第
三
号
中
「
線
を
い
う
。
」
の
下
に
「
別
表
第
二
、
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
第
一
号
中
欄
中
「
基
線
」
の
下
に
「
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を
測

定
す
る
た
め
の
基
線
（
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海
域
に
あ
つ
て
は
、
氷
棚
を
陸
地
と
み
な
し
て
引
か
れ
る
同
条
約
に
規

定
す
る
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東
海
岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度

東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
か
ら
南
緯
二
十
四
度
四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
に
至
る
部
分
に
係
る
基
線
は
、
南

緯
十
一
度
東
経
百
四
十
二
度
八
分
の
点
、
南
緯
十
度
三
十
五
分
東
経
百
四
十
一
度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯
十
度
東
経
百
四
十
二

度
の
点
、
南
緯
九
度
十
分
東
経
百
四
十
三
度
五
十
二
分
の
点
、
南
緯
九
度
東
経
百
四
十
四
度
三
十
分
の
点
、
南
緯
十
度
四
十
一



分
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、
南
緯
十
三
度
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、
南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十
六
度
の
点
、
南
緯
十
七
度
三
十

分
東
経
百
四
十
七
度
の
点
、
南
緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
二
度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯
二
十
四
度
三
十
分
東
経
百
五
十
四
度
の

点
及
び
南
緯
二
十
四
度
四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
、
別
表
第
二
の
二

及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
第
一
号
中
欄
中
「
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
（

別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
南
極
海
域
に
あ
つ
て
は
、
氷
棚
を
陸
地
と
み
な
し
て
引
か
れ
る
同
条
約
に
規
定
す
る
領
海
の
幅
を
測

定
す
る
た
め
の
基
線
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東
海
岸
の
う
ち
南
緯
十
一
度
東
経
百
四
十
二
度
八
分

の
点
か
ら
南
緯
二
十
四
度
四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
に
至
る
部
分
に
係
る
基
線
は
、
南
緯
十
一
度
東
経
百
四
十

二
度
八
分
の
点
、
南
緯
十
度
三
十
五
分
東
経
百
四
十
一
度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯
十
度
東
経
百
四
十
二
度
の
点
、
南
緯
九
度
十

分
東
経
百
四
十
三
度
五
十
二
分
の
点
、
南
緯
九
度
東
経
百
四
十
四
度
三
十
分
の
点
、
南
緯
十
度
四
十
一
分
東
経
百
四
十
五
度
の

点
、
南
緯
十
三
度
東
経
百
四
十
五
度
の
点
、
南
緯
十
五
度
東
経
百
四
十
六
度
の
点
、
南
緯
十
七
度
三
十
分
東
経
百
四
十
七
度
の

点
、
南
緯
二
十
一
度
東
経
百
五
十
二
度
五
十
五
分
の
点
、
南
緯
二
十
四
度
三
十
分
東
経
百
五
十
四
度
の
点
及
び
南
緯
二
十
四
度

四
十
二
分
東
経
百
五
十
三
度
十
五
分
の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を



削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
Ⅳ
の
改
正
に
伴
い
、
ふ
ん
尿
等
の
排
出
海
域
に

係
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
本
土
の
北
東
海
岸
の
一
部
に
お
け
る
基
線
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




